
　みんながそれぞれ尊重し合い、安全で、安心して暮らし、豊
かな生活を送ることができるまちを目指します。

　本格的な少子高齢社会に対応して、誰もがいきいきと生
活できるよう、みんなで支え合う、福祉と「健幸」づくりが充
実したまちを目指します。

　次代を担う子どもや若者たちを、安心して健やかに育てられる
環境づくりを進めるとともに、学力・体力の向上と、社会性や道
徳性など豊かな心を育む人づくりを目指します。

　市の限られた経営資源（職員、財源、公共施設）のなかで、さ
まざまな主体と連携・協働し、資源を最適に割り当てることを通
じて、上記に掲げる将来像の実現と、清瀬市の「都市格」を高め
る仕組みづくりを目指します。

　水と緑と調和した都市基盤や生活環境を整備し、産業を育
成・振興することによって、やすらぎと活気をあわせ持つまち
を目指します。

　第４次清瀬市長期総合計画（基本構想及び実行計画）は、情報

公開コーナー、各図書館、市ホームページでご覧になれます。また、

基本構想（フルカラー）は、企画課（本庁舎 2階）にて１冊 1,000

円で販売しています。

　５つの将来像を実現するために、分野ごとにまちづくりの基本
目標を定め、それぞれに対応した施策を実行します。

28・4・1 ２
◆まちづくりの基本目標

都市格が高いまち

まちづくりの基本目標 施策

◆安全・安心に生活できるまち

防災・防犯意識が高まるなか、誰もが安全で、
安心して暮らせるよう、災害対策や防犯対策を
充実させます

○防災体制の充実・強化
○防犯体制の充実・強化
○暮らしの相談体制の充
　実

◆生きがいを持って文化的に生活できるまち

誰もが生涯を通じて学び、文化芸術やスポーツ
をはじめとするいろいろな活動に親しむことで、
生活に生きがいやゆとりを持ち、心の豊かさを
実感できるよう取り組みます

○市民活動の支援
○生涯学習活動の支援
○文化・芸術・スポー
　ツ活動の支援
○郷土文化の保全・継
　承

◆お互いを尊重し合うまち

地域の力を最大限に発揮できるよう、みんなが
互いの個性を認め合い、ともに支え合う地域づ
くりを進めます

○人権尊重・平和の推進
○男女平等社会の推進

まちづくりの基本目標 施策

◆市民が主体となったまちづくり

市民が主体となったまちづくりを進めるため、一
人一人の自治意識を高めていきます

○地域コミュニティーの
　活性化
○協働によるまちづくり
　の推進
○行政情報の積極的な
　公開・共有

◆職員が能力を発揮できる組織

社会情勢の変化に柔軟に対応できるよう、市民サー
ビスの目的に沿った機能的な組織づくりを行います

○職員の育成強化
○組織の強化と業務変革
　の推進

まちづくりの基本目標 施策

◆健全な行財政の確立

少子高齢化が進むなか、財政の健全化に向け
た財源の確保と経費の節減に取り組みます

○持続可能な財政運営
○長期的視点に立った公
　共施設等の維持・活用
○広域行政

◆経営資源を戦略的に配分

充実した市民サービスを提供できるよう、市民
の満足度を高める視点を持って取り組みます

○経営資源を戦略的に配
　分

まちづくりの基本目標 施策

◆快適で住みやすいまち

誰もが快適で住みやすいまちづくりのため、安
全で利便性の高い都市基盤を整備します

○適切な土地利用の推
　進と住環境の整備
○道路ネットワークと交通
　環境の整備
○汚水・雨水の処理
○公園の整備

◆豊かな自然と調和した環境にやさしいまち

魅力あるまちづくりのため、水と緑と調和した、
心がやすらぐ環境を整備します

○自然環境の保全
○ごみ減量化・再資源
　化の推進
○生活環境の保全

◆産業によってにぎわいや活気を生み出すまち

活気あるまちづくりには、雇用の促進やまちのに
ぎわいの創出に農商工業が果たす役割は大きい
ため、それらの産業を育成し、活性化を図ります

○農業の振興
○商工業の振興

まちづくりの基本目標 施策

◆安心して子どもを産み育てられるまち

核家族化など家族形態が多様化するなか、それ
ぞれの考え方や価値観を尊重しつつ、安心して
子どもを産み育てられる環境を整備します

○母子の健康づくりの支
　援
○子育ての支援

◆子どもが生きる力・考える力を身につけられるまち

次代を担う子どもたちが、自ら進んで考え、判断し、
表現できるよう、学力・体力の向上や、社会性・
道徳性などの豊かな心を育みます

○「生きる力」「考える力」
　を育む学校教育
○地域連携による学校教
　育

◆青少年や若者が希望や夢を持つことができるまち

次代を担う青少年や若者が、自分自身を認め、大
切さに気づくなか、自己肯定感を高め、希望を持
って社会生活を送れるよう取り組みます

○青少年の健全育成
○誕生から就労に至るま
　での総合的な相談体制
　の整備

まちづくりの基本目標 施策

◆ともに支え合って生活するまち

誰もが住み慣れた地域で、ともに支え合って暮
らせるよう、持続可能な社会保障制度のもと、
地域全体で福祉の課題に取り組みます

○高齢者の支援
○障害者・障害児の支
　援
○生活の安定の確保及
　び自立・就労支援
○社会保険の安定的運
　営

◆健幸で笑顔あふれるまち

誰もが体の健康だけではなく、いきいきと安心し
て豊かに生活できるよう、心身ともにバランスの
とれた健康づくりを総合的、計画的に進めます

○健幸づくりの支援
○医療体制の整備

※都市格＝都市を人間に例えた場合の「人格」に相当するもの。清瀬市は、歴史や文化、　
　　　　　良好な環境や自然景観が守られるとともに、自分たちのまちを自分たちで創
　　　　　ろうとする住民自治が行われているまちを目指しながら都市格を高めていく。

※健幸＝「健康」と「幸福」の２つの意味が込められた言葉。

安全でうるおいのある暮らしができるまち 健幸でともに支え合うまち

子どもたちを健やかに育むまち 豊かな自然と調和した住みやすく活気あるまち


